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国民健康保険
●資格確認書、保険料の計算について
問 �国民健康保険資格係 �  ℡03-5662-0560

●保険料の納め方について
問 �収納係 �  ℡03-5662-0795

●医療の給付について
問 �国民健康保険給付係 �  ℡03-5662-8053

　国民健康保険は病気やけがをし
たときに安心して医療を受けられ
るように、加入者の皆さんの保険
料などによって医療費の負担を支
え合う、助け合いの制度です。
◇加入対象者
　０～74歳で、下記を除く全て
の方が対象です。
・会社の健康保険、船員保険、共

済組合などの加入者とその被扶
養者
・土木建設業、理容美容業などの
国民健康保険組合の加入者
・生活保護の受給者
・後期高齢者医療制度の加入者
◇受けられる給付
　病気やけがなどで医療機関にか
かるときは、マイナ保険証または

資格確認書を提示してください。
医療費の一部を負担することで診
療を受けられます。
　また、高額療養費、出産育児一
時金、葬祭費などの給
付制度があります。

後期高齢者医療制度
●後期高齢者医療制度について
問 �広域連合お問合せセンター �  ℡0570-086-519

●資格確認書、保険料の計算、医療の給付について
問 �高齢者医療係 �  ℡03-5662-1415

●保険料の納め方について
問 �収納係 �  ℡03-5662-0795

　後期高齢者医療制度は75歳以
上（一定の障害がある方は65歳
以上）の方を対象とする医療制度
です。
◇加入対象者
・75歳以上の方（誕生日当日か
ら対象）
・一定の障害のある65～74歳の

方（広域連合の認定を受けた日
から対象）
※生活保護受給者は対象外。
◇受けられる給付
　病気やけがなどで医療機関にか
かるときは、マイナ保険証または
資格確認書を提示してください。
支払う一部負担金の割合は、医療

費の1割（一定以上所得のある方
は２割、現役並み所得の方は3
割）です。
　その他、高額療養費、
葬祭費などの給付制度
があります。

医療制度・年金

【令和7年6月版】

東京都後期高齢者医療広域連合

も く じ

ホームページ　https://www.tokyo-ikiiki.net

後期高齢者
医療制度
のしくみ

後期高齢者医療制度とは ………………………………  1
医療機関等にかかるとき ………………………………  3
自己負担の割合 …………………………………………  7
自己負担の限度額（高額療養費・配慮措置の終了など）… 11
医療費の払い戻しを受けられる場合 ………………… 15
接骨院・整骨院（柔道整復）における医療保険の使用…… 16
はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けるとき … 17
医師の指示により緊急、その他やむを得ない理由等があって移送されたとき  … 17
被保険者が亡くなったとき（葬祭費）………………… 17
交通事故などにあったとき …………………………… 18
年に 1回、健康診査（健診）を忘れずに …………… 18
保険料 …………………………………………………… 19
医療費の現状（ジェネリック医薬品・医療費等通知書） … 23
制度の運営 ……………………………………………… 25

「後期高齢者医療制度のしくみ」

問 高齢者医療係�
℡03-5662-1415

「国保のしおり」

問 国民健康保険資格係�
℡03-5662-0560



医
療
制
度
・
年
金

23

国民年金
問 �国民年金係 �  ℡03-5662-0574�

江戸川年金事務所 �  ℡03-3652-5106

　国民年金は、日本国内に住所が
ある20歳以上60歳未満の全ての
人が加入しなければならない年金
制度です。
　このうち、第1号被保険者（自
営業・学生・無職の方
など）の事務を区が受
託しています。詳しく
は区HPをご覧ください。
※第2号被保険者（厚生年金加入
者）、第3号被保険者（第2号
被保険者の扶養配偶者）につい
ては、勤務先などにお問い合わ
せください。
※国民年金全般につい
ては、日本年金機構
HPをご覧ください。

第1号被保険者の�
資格取得などの届け出
　退職した（第2号被保険者では

なくなった）ときや配偶者の扶養
から外れた（第3号被保険者では
なくなった）ときなどに、切り替
えの届け出が必要です。
　任意加入（高齢、海外）や付加
保険料の手続きもできます。

保険料の免除、納付猶予制度
　失業などにより保険料を納める
ことが困難なとき、申請により本
人等の所得などの審査を受けて承
認されると、保険料が免除または
納付猶予（50歳未満に限る）さ
れます。

学生納付特例制度
　対象校に通う学生で、保険料を
納めることが困難なとき、申請に
より学生本人の所得などの審査を
受けて承認されると、保険料の納
付が猶予されます。

産前産後期間の保険料免除制度
　第1号被保険者で、出産日が平
成31年２月１日以降の方の、平
成31年４月以降の期間が対象で
す。

老齢基礎年金、障害基礎年金等�
の裁定申請（請求）など
　第1号被保険者期間のみの方の
老齢基礎年金の申請や、主に初診
日が第1号被保険者だった方の障
害基礎年金の申請を受け付けます。

届け出先
◇老齢基礎年金、障害基礎年金
等の裁定申請（請求）など→
区役所国民年金係

◇その他の届け出→区役所区民
課・各事務所の保険年金係




